
環境創造・資源循環委員会資料
平 成 2 1 年 1 1 月 2 5 日
資 源 循 環 局

  

(財)かながわ廃棄物処理事業団について 
 

（財）かながわ廃棄物処理事業団（以下「事業団」）は、神奈川県、川崎市及び本市が中

心となって設立しておりますが、厳しい経営状況にあり、事業団の経営改善の取組の進捗状

況、強化・充実策、公共関与のあり方を検討してきた、「（財）かながわ廃棄物処理事業団経

営改善検討委員会」から、これまでの検討結果の報告書が今月 18日に提出されました。 

三公共団体では、この報告を受けて協議を進め、昨日 24 日、神奈川県知事が代表して事

業団の今後の対応方針について発表しており、川崎市と本市も記者発表いたしました。 
 

１  経営改善検討委員会報告書の骨子 

(1)  結論（まとめ） 

   事業団は経営改善努力により、搬入量の増加などに尽くしてきたが、周辺に大型民間施

設の設置が進むなど、産業廃棄物処理を取り巻く急激な状況変化の中で、このまま事業を

継続することは困難である。 

    三公共団体にあっては、公共負担をこれ以上増加することができないならば、事業団を

解散し、その事業を民間事業者に譲渡することを基本に、対応を早急に検討すべきである。 

(2)  今後の方向性 

ア 新たな公共負担について 

公共負担については、世界的な経済不況で、三公共団体の財政状況が極めて厳しい状

況であり、また、事業団が民間施設の設置促進という一定の役割を果たした中で、今後、

更なる公共負担を求めていくことには、県民・市民に対する合理的な説明が必要となる。 

イ 事業の譲渡について 

(ｱ)  民間譲渡の可能性 

  民間事業者による、自社関連施設及び収集運搬業のネットワークを利用した効果的

な搬入量確保やリサイクル事業等の展開、また、自社による焼却炉の運転管理を含め

た経営手法による経費削減等により、柔軟な経営を行うことができれば、安定した経

営が可能と考える。 

 三公共団体には、円滑な事業譲渡ができるよう、適切な対応を図ることが望まれる。 

(ｲ)  事業譲渡にあたっての公共的役割の継承 

  県内処理 100％の推進や、中小企業、医療機関の中間処理の受け皿として、また、

処理困難物の適正処理や災害時の対応などの公共的役割を、民間事業者へ円滑に継承

していくことが前提となる。 

(ｳ)  事業譲渡にあたっての条件 

  譲渡に関する一連の手続については、県民・市民の理解を得られるよう、透明性・

公平性を担保していくことが望ましい。 

 かながわクリーンセンターは、今後も利用可能な施設であり、これからも有効に活

用するとともに、公共的役割をしっかりと継承させていくことが望ましい。 

  

２  三公共団体と事業団の対応  

 (1)  三公共団体の対応 

三公共団体では、経営改善検討委員会からの報告を受け、事業団の差し迫った経営状況

や今後の見通し等を踏まえ、今年度限りで事業団を解散し、事業については民間事業者に

譲渡することを基本に進めることとします。 

(2)  事業団の対応 

三公共団体からの要請を受けて、昨日（24日）臨時理事会を開催し、今年度限りでの事

業団の解散及び事業の民間譲渡等について議決しております。 
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